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USEN GATE 02 

フレッツ・アクセス（NC）サービス契約約款 

 

2025年 7月 1日版 

株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

第1条 （サービスについて） 

USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC）サービス（以下「本サービス」といいます。）は、NTT ドコモ

ビジネス株式会社（以下「特定協定事業者」といいます。）のサービスを利用して、当社が再販売

事業者として提供するサービスです。 

 

第2条 （約款の変更） 

当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の

約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。 

 

第3条 （約款の読替え） 

サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によ

るほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款（以下、総称して「特定協定事業者約款」と

いいます。）を、別紙読替え表を参照するほか、当社が再販売事業者であることを前提として適宜

読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用する

ものとします。 

 

第4条 （適用関係） 

本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」および「特定協定事業者約款」の

規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に

優先して適用するものとします。 

 

第5条 （利用契約申込みの方法） 

本サービスの利用契約（以下「利用契約」といいます。）の申込みをする者（以下「利用申

込者」といいます。）は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入

し、当社に提出するものとします。 

 

第6条 （利用契約申込みの承諾） 

当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。 

2 利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾することにより、「御申込書」に記載の申込

日に遡って、当社と利用申込者との間で成立するものとします。（当社との間で利用契約を

締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。） 

3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しな

いことがあります。 

(1) 当社の与信基準を満たさないと当社が判断したとき。 

(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。 

(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあ

ると当社が判断したとき。 

(5) 利用申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除

または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあ

ると当社が判断したとき。 

(6) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき 
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(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると

当社が判断したとき。 

4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらか

じめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。 

 

第7条 （料金の支払い義務） 

本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌日から本サービスの提供終了日まで発生す

るものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額（消費税等

相当額を含みます。）を支払うものとします。なお、本サービスの提供開始日は当社から利用申込

者へ通知します。 

2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。 

3 当社は、特定協定事業者との契約条件の変更または社会情勢の変化等により、本サービスの

料金を改定することがあります。この場合、当社は、当社所定の方法により、契約者に対して変更

後の料金と変更日を通知します。 

 

第8条 （申込みの取消し） 

利用申込者は、2項に定めるプランを除き、申込みから提供開始までの期間に限り、当社が別途 

定める料金表記載の一時金を支払うことにより、利用契約の申込みを取消すことができます。 

2 利用申込者は、以下に定めるプランにおいて、本サービスの申込み後に利用契約の申込みを 

取消すことは出来ません。 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン(RTX) 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン(RTX) 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン（ルーターレス） 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン（ルーターレス） 

・フレッツ・アクセス（NC）IPoE クロス ワイドプラン（ルーターレス） 

 

第9条 （最低利用期間） 

本サービスの最低利用期間は提供開始日から、提供開始日の翌月 1 日を起算日として 1 年間

とします。 

2 前項に定める最低利用期間内に、第 10 条（契約者が行う利用契約の解約）に基づき利用

契約が解約された場合または第 11 条（当社が行う利用契約の解除）第 1 項または第 16 条

（反社会的勢力の排除に対する表明保証)第 2項に基づき当社が利用契約の解除を行った場

合には、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対

応する利用料金に相当する額を違約金として支払うものとします。ただし、「御見積書」・「御申込

書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。 

 

第10条 （契約者が行う利用契約の解約） 

契約者は、自ら利用契約の解約を行う場合、解約日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書 

面により当社に通知する（当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。）も

のとします。なお、指定の解約日に当社にて解約処理ができない場合、当社にて解約日を指定し

利用契約を解約するものとします。 

 

第11条 （当社が行う利用契約の解除） 

当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履

行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。 

2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知･催告なく
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して直ちに利用契約を解除することができます。 

(1) 銀行取引停止処分を受けたとき 

(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき 

(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき 

(4) 解散の決議をしたとき 

(5) 違法行為をしたとき 

(6) 本契約に違反したとき 

(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき 

(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならび

に特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき 

3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を

過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は利用契約を解除す

ることができます。 

 

第12条 （不可抗力） 

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機

関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を

生じた場合には、当社はその責を負わないものとします。 

2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとしま

す。 

 

第13条 （損害賠償額） 

契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社および特定協定事業者に損害を与えたと

きは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社および特定協定事業者に生じ

た一切の損害を賠償する責を負うものとします。 

2 当社または特定協定事業者が、当社または特定協定事業者の責に帰すべき事由により契

約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。 

 

第14条 （個人情報の取扱い） 

当社は、保有する契約者の個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）並びに当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについ

て」（以下総称して「当社規程」といいます。）に基づいて適正に取り扱います。 

2 当社規程に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事

業者（特定協定事業者の業務委託先を含みます。）と共同利用することがあります。 

 

第15条 （業務の委託） 

当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるもの

とします。 

 

第16条 (反社会的勢力の排除に対する表明保証） 

利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・

団体その他反社会的勢力（以下、総称して「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、反社会的

勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会

的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。 

2  契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催

告することなく利用契約を解除することができるものとします。 

(1) 反社会的勢力に属していること 
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(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

(3) 反社会的勢力を利用していること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 

(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた

こと 

3 契約者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はなんら催告すること

なく利用契約を解除することができるものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を

妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

第17条 （準拠法） 

本約款の準拠法は、日本国の法令とします。 

 

第18条 （合意管轄） 

契約者と当社の間で本約款および利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に

応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

 

別記 

 

1．本サービスにおける特定協定事業者約款 

I P通信網サービス契約約款      https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html 

・IP通信網サービス契約約款 共通編  

・IP 通信網サービス契約約款別冊 （オープンコンピュータ通信網サービス（第２種オープンコン

ピュータ通信網サービスを除きます）） 

                     ・「第 6種オープンコンピュータ通信網サービス」 

・カテゴリー8  

・タイプ４ コース U・X 

 

2．料金表（すべて税抜き表示） 

第1表 基本利用料 

第1-1 USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC）サービスに関する初期費用 

  
IPv4 ＩＰ0 ＩＰ1 ＩＰ8 ＩＰ16 ＩＰ32 ＩＰ64 

IPv6 - /56 /48 または /56 （いずれか選択） 

ネットワーク工事費 3,000円 

ＩＰアドレ

ス登録料 

IPv4アドレス 

 ※１ 
- - 5,500円 
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IPv6アドレス - - 5,500円 ※２ 

IPoE 標準プ

ラン/IPoE ワ

イドプラン 

- - 
 

5,500円 
- - 

IPoE 標準プ

ラン（RTX)/ 

IPoE ワイドプ

ラン（RTX) 

- ※３ 
 

5,500円 

※３ 
- - 

IPoE 標準プ

ラン（ルータ

ーレス）/ワイ

ドプラン（ル

ーターレス） 

- - 5,500円 - - 

IPoE クロス 

ワイドプラン

（ルーターレ

ス） 

- - 5,500円 - - 

※１ 他プランからの IPアドレス継続利用の場合には不要です。 

※２ /48（280個）の IPv6アドレス割当を選択の場合に必要です。/56（272個）を選択の場合 

は不要です。 

※３ 別途端末工事費が必要です。 

 

第 1-1-2 別途端末工事費 

料金種別 単位 料金額 

別途端末工事費 

お客様設置 1契約回線ごと  6,200円 

オンサイト設置(9－17時) 1契約回線ごと 30,000円 

オンサイト設置(17－9時) 1契約回線ごと 48,000円 

 

第1-2 USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC） サービスに関する月額費用  

 
ＩＰ

v4 
ＩＰ0 ＩＰ1 ＩＰ8 ＩＰ16 ＩＰ32 ＩＰ64 

 
IP

v6 
- /56 

/48 または /56  

（いずれかを選択） 

B フレッツ 

ビジネス   - 75,000円 107,000 円 127,000 円 160,000 円 190,000 円 

ハイパーファ

ミリー/ニュ

ーファミリー

/ファミリー

100 

  3,130 円 9,800 円 18,800円 - - - 

マンション   2,980 円 6,800 円 15,800円 - - - 

ベーシック   8,200 円 25,500円 34,500円 55,000円 - - 

光プレミ

アム 

エンタープラ

イズ （NTT

西日本のみ） 
  - 30,500円 40,000円 59,000円 - - 
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ファミリー   3,130 円 9,800 円 18,800円 - - - 

マンション   2,980 円 6,800 円 15,800円 - - - 

 

光 

ネクスト 

  

ビジネス   - 75,000円 107,000 円 127,000 円 160,000 円 190,000 円 

ファミリー /

ファミリー・

ハイスピード

/ファミリー・

スーパーハイ

スピードタイ

プ隼（NTT 西日

本のみ） 

  3,130 円 9,800 円 18,800円 34,700円 - - 

マンション /

マンション・

ハイスピード

/マンション・

スーパーハイ

スピードタイ

プ隼（NTT 西日

本のみ） 

  2,980 円 6,800 円 15,800円 - - - 

プ ラ イ オ １

（NTT 東日本

エリア一部の

み） 

  7,300 円 20,000円 29,000円 46,000円 -  -  

  

プライオ１０

（NTT 東日本

エリア一部の

み） 

  - 75,000円 107,000 円 127,000 円 160,000 円 190,000 円 

  

ギガマンショ

ン・スマート

タイプ（NTT 東

日本のみ）/マ

ンション・ギ

ガラインタイ

プ（NTT 東日

本のみ） 

  3,130 円 9,800 円 18,800円 34,700円 - - 

  

ギガファミリ

ー・スマート

タイプ（NTT 東

日本のみ）/フ

ァミリー・ギ

ガラインタイ

プ（NTT 東日

本のみ） 

  3,130 円 9,800 円 18,800円 34,700円 - - 

ＡＤＳＬ・

アクセス 

    2,050 円 6,800 円 11,800円 23,100円 - - 

ビジネス   2,650 円 8,800 円 13,800円 28,800円 - - 

ＩＳＤＮ・ア

クセス 
    2,050 円 4,800 円 6,800 円 - - - 

IPoE（標準
プラン） 

  4,500 円 11,500円 20,500円 36,500円 - - 

IPoE（ワイ
ドプラン） 

  7,500 円 14,500円 23,500円 39,500円 - - 

IPoE 
標準プラン

（RTX) 
  - 13,500円 22,500円 38,500円 - - 
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IPoE 
ワイドプラ

ン（RTX) 
  - 16,500円 25,500円 41,500円 - - 

IPoE 
標準プラン

（ルーター

レス) 

  4,000 円 11,000円 20,000円 36,000円 - - 

IPoE 
ワイドプラ

ン（ルータ

ーレス) 

  7,000 円 14,000円 23,000円 39,000円 - - 

IPoE クロ

ス ワイド

プラン（ル

ーターレ

ス） 

  - 14,000円 23,000円 39,000円 - - 

※付加サービスについては、別途見積りとなります。 

 

第2表 一時金 

第2-1 USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC）サービスに関する一時金（IPoEプランを除く） 

料金種別 単位 料金額 

契約内容の変更に係るもの 1契約回線ごと 1,000円 

契約者の氏名等の変更に係るもの 1契約回線ごと 0円 

利用権の譲渡に係るもの 1契約回線ごと 5,000円 

利用契約の申込みの取消しに係るもの 1契約回線ごと 15,000 円（課税対象外） 

備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 

 

第2-2  USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC）サービス IPoEプランに関する一時金 

料金種別 単位 料金額 

契約内容の変更に係るもの 1契約回線ごと 1,000円 

契約者の氏名等の変更に係るもの 1契約回線ごと 0円 

利用権の譲渡に係るもの 1契約回線ごと 5,000円 

亡失負担金 

（IPoE標準プラン/IPoEワイドプラン） 
1契約回線ごと 個別見積 

再配送費用 

（IPoE標準プラン/IPoEワイドプラン） 
1契約回線ごと 2,000円 

亡失負担金（IPoE標準プラン（RTX）/IPoE

ワイドプラン（RTX） 
1契約回線ごと 15,000 円（課税対象外） 

機器亡失時の代替機設置費用（IPoE 標

準プラン（RTX）/IPoEワイドプラン（RTX） 
1契約回線ごと 実費 

備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 

 

第 2-3  端末変更工事費 

設定変更工事費用 （プラン変更・コールドスタンバイ機・機器変更） 
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変更内容 変更工事 

種別 

工事費 

NW工事

費 

専用ルーター 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン変更 

IPoE 標準プラン⇔IPoE
ワイドプラン 

リモート※４ 2,000 円 0 円 

IPoE 標準プラン（RTX）⇔

IPoE ワイドプラン（RTX） 

リモート 2,000 円 0 円 

IPoE クロスワイドプラン

（ルーターレス）⇔IPoE 

標準プラン（ルーターレ

ス） 

リモート 2,000 円 0 円 

IPoE 標準プラン（ルータ

ーレス）⇔IPoE ワイドプラ

ン（ルーターレス） 

リモート 2,000 円 0 円 

固定 IPアドレ

ス変更（IPoE

標準プラン

/IPoE ワイド

プラン） 

・IP1⇔

IP8 

または

IP16 

・IP8⇔

IP16 

リモート 2,000 円 0 円 

固定 IPアドレ

ス変更（IPoE

標準プラン

（RTX）/IPoE

ワイドプラン

（RTX） 

・IP1⇔

IP8 

または

IP16 

・IP8⇔

IP16 

リモート リモート不可 

お客様設置 

※５ 
2,000 円 6,200 円 

オンサイト※６ 2,000 円 20,000 円 

固定 IPアドレ

ス変更（IPoE

標準プラン

（ルーターレ

ス）/IPoEワ

イドプラン

（ルーターレ

ス） 

・IP1⇔

IP8 

または

IP16 

・IP8⇔

IP16 

 

 

リモート 

2,000 円 0 円 

固定 IPアドレ

ス変更（IPoE 

クロスワイド

プラン（ルータ

ーレス）⇔

IPoE 標準プ

ラン（ルータ

ーレス） 

・IP1⇔

IP8 

または

IP16 

・IP8⇔

IP16 

 

 

リモート 

2,000 円 0 円 

コールドス

タンバイ機

に関する 

変更（IPoE

標準プラン

（RTX）

現用機新設後、後からコ

ールドスタンバイ機を追加

する場合 ※７ 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 30,000 円 

コールドスタンバイ機のみ

廃止する場合 

お客様設置 0 円 0 円 

オンサイト 提供なし 



- 9 - 

 

/IPoE ワイ

ドプラン

（RTX）の

み） 

 

 

 

機器変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IPoE 標準プラン/IPoE ワ

イドプラン /標準プラン

（ルーターレス)/ワイドプラ

ン（ルーターレス) /IPoE 

クロスワイドプラン（ルータ

ーレス） 

→ 

IPoE 標準プラン（RTX）

/IPoE ワイドプラン（RTX） 

  

・IPoE 標準プラン

/IPoE ワイドプラ

ン専用ーター：お

客様撤去 

・IPoE 標準プラン

（RTX）/IPoE ワイ

ドプラン（RTX）専

用ルーター：お客

様設置 

2,000 円 6,200 円 

・IPoE 標準プラン

/IPoE ワイドプラ

ン専用ーター：お

客様撤去 

・IPoE 標準プラン

（RTX）/IPoE ワイ

ドプラン（RTX）専

用ルーター：オン

サイト設置 

2,000 円 30,000 円 

IPoE 標準プラン（RTX）

/IPoE ワイドプラン（RTX） 

/標準プラン（ルーターレ

ス)/ワイドプラン（ルーター

レス) /IPoE クロスワイド

プラン（ルーターレス）→ 

IPoE 標準プラン/IPoE ワ

イドプラン ※８ 

・IPoE 標準プラン

（RTX）/IPoE ワイ

ドプラン（RTX）専

用ルーター：お客

様撤去・IPoE 標

準プラン/IPoE ワ

イドプラン専用ル

ーター：お客様設

置 

2,000 円 0 円 

IPoE 標準プラン/ IPoE ワ

イドプラン / IPoE 標準プ

ラン（RTX） / IPoE ワイド

プラン（RTX） 

→標準プラン（ルーターレ

ス)/ワイドプラン（ルーター

レス)  /IPoE クロスワイ

ドプラン（ルーターレス）※

８ 

・IPoE 標準プラン

/IPoE ワイドプラ

ン専用ルーター：

お客様撤去 

2,000 円 0 円 

※４ リモート ：遠隔で設定を実施します。（機器の変更を伴わない場合に限ります） 

※５ お客様設置：設定した機器を発送し、お客様にて設置していただきます。 

※６ オンサイト：技術員がお客様先で設置します。 

※７ 現用機新設後、後からコールドスタンバイ機を追加する場合は、新規にルーターを 2台払  

い出しし、その後現用機は回収となります。（現用機とコールドスタンバイ機のルーターのバ

ージョンを合わせるため。）変更工事費は 1台分の請求となります。 

※８ 最低利用期間内に機器変更した場合、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利

用料金に相当する額を支払って頂きます。 

 

・平日・土日・祝日の 9時-17時以外は、専用ルーター工事費を 1.6倍とします。 

・年末年始(12/29～1/3)は時間に関わらず、専用ルーター工事費を一律 1.6倍とします。 

・コールドスタンバイ機が有る場合、現用機の変更工事費と同額を請求致します。 

 

第 2-4  端末変更工事費 
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IPoE標準プラン（RTX）/IPoE ワイドプラン（RTX）専用ルーター設定変更工事費用  

・IPoE標準プラン（RTX）/IPoEワイドプラン（RTX）をご利用中の場合、IP変更に伴い、別途端末 

工事費が発生します。 

 

 

変更内容 
変更工事 

種別 

工事費 

NW 

工事費 

専用ルーター 

工事費 

 

 

 

専用 

ルーター設定 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAN側 

IPアドレス変更 

 

IP1 の場合 

リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IP8、IP16 

の場合 

リモート リモート不可 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

DHCP設定変更 

・利用有無 

・設定内容変更

など 

IP1 の場合 リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IP8、IP16 

の場合 
機能提供なし 

配下(複数)ネットワ

ーク設定変更 

 ・利用有無 

 ・スタティック 

ルート変更など 

IP1 の場合 リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IP8、IP16 

の場合 

リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IPv4 パケットフィル

タ設定変更 

 ・利用有無 

 ・設定内容変更 

  など 

IP1 の場合 リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IP8、IP16 

の場合 

リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

ポートフォワード設

定 

 ・利用有無 

 ・設定内容変更 

など 

IP1 の場合 リモート 0 円 5,000 円 

お客様設置 0 円 6,200 円 

オンサイト 0 円 20,000 円 

IP8、IP16 

の場合 
機能提供なし 

・コールドスタンバイ機が有る場合、現用機の変更工事費と同額を請求致します。 

 

※リモート設置・オンサイト設置について 

・平日・土日・祝日の 9時-17時以外は、専用ルーター工事費を 1.6倍とします。 

・年末年始(12/29～1/3)は時間に関わらず、専用ルーター工事費を一律 1.6倍とします。 

 

(以下余白) 
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別紙 【読替え表】 

 

第 1表 特定協定事業者約款中の表記の読替え 

対応する特定協定事業者約款の表記 当社の提供するサービスにおいて 

読替えて適用される表記 

NTT ドコモビジネス株式会社 株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

 

第 2表 対象となるサービスの読替え 

対応する特定協定事業者サービス 当社の提供するサービス 

OCN光フレッツサービス 
USEN GATE 02 フレッツ・アクセス（NC）サービ

ス 

商品名 商品名 

・B フレッツ ・B フレッツ 
 ビジネス  ビジネス 

 ビル・マンション  ビル・マンション 

 ハイパーファミリー  ハイパーファミリー 

 ニューファミリー  ニューファミリー 

 ファミリー100  ファミリー100 

 ベーシック  ベーシック 

・光プレミアム（NTT西日本のみ） ・光プレミアム（NTT西日本のみ） 

 エンタープライズ  エンタープライズ 
 ファミリー  ファミリー 

 マンション  マンション 

・光ネクスト ・光ネクスト 

 ビジネス  ビジネス 
 ベーシック  ベーシック 

 ファミリー  ファミリー 

 ファミリー・ハイスピード  ファミリー・ハイスピード 

 ファミリー・エクスプレスタイプ（NTT 西日本のみ）  ファミリー・エクスプレスタイプ（NTT 西日本のみ） 

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 
（NTT 西日本のみ） 

 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 
（NTT 西日本のみ） 

 ギガファミリー・スマートタイプ  ギガファミリー・スマートタイプ 

 ファミリー・ギガラインタイプ（NTT 東日本のみ）  ファミリー・ギガラインタイプ（NTT 東日本のみ） 

 マンション  マンション 

 マンション・ハイスピード  マンション・ハイスピード 

 マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 
（NTT 西日本のみ） 

 マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 
（NTT 西日本のみ） 

 マンション・エクスプレスタイプ（NTT 西日本のみ）  マンション・エクスプレスタイプ（NTT 西日本のみ） 

 ギガマンション・スマートタイプ（NTT 東日本のみ）  ギガマンション・スマートタイプ（NTT 東日本のみ） 

 マンション・ギガラインタイプ（NTT 東日本のみ）  マンション・ギガラインタイプ（NTT 東日本のみ） 

 プライオ 1（NTT東日本エリア一部のみ）  プライオ 1（NTT東日本エリア一部のみ） 

 プライオ 10（NTT 東日本エリア一部のみ）  プライオ 10（NTT 東日本エリア一部のみ） 

フレッツ 光クロス フレッツ 光クロス 

・OCN ADSLアクセス ADSL・アクセス（NC）「フレッツ」プラン 

 フレッツプラン  

 フレッツプランビジネスタイプ  

OCN ISDNアクセス ISDN・アクセス（NC）「フレッツ」プラン 

OCN光「フレッツ」IPoE サービス 標準プラン フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン 
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フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン（RTX) 

フレッツ・アクセス（NC）IPoE 標準プラン（ルー 

ターレス） 

OCN光「フレッツ」IPoE サービス ワイドプラ

ン 

フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン 

フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン（RTX) 

フレッツ・アクセス（NC）IPoE ワイドプラン（ルー 

ターレス） 

フレッツ・アクセス（NC）IPoE クロス ワイドプラ 

ン（ルーターレス） 

 

（以下余白） 

 


